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後期基本計画 

未来づくりプログラム 

（戦略的取組のまとめ） 
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■ 未来づくりプログラムの考え方 

本町では、町の将来像「海と緑と歴史の恵みに抱かれ

て、出会いから活力の花ひらく町」の実現に向けて、６

つの基本目標を定めています。町の将来像と基本目標に

沿い、計画を体系化し、21 の基本施策を掲げています。

後期基本計画の施策・事業の中で、特に戦略的に取り組

むものついては、特定分野のみでの対応が難しいため、

施策・事業の垣根を越えた分野横断的連携として「未来

づくりプログラム」と位置づけ、計画全体の実施をリー

ドするとともに、将来像と基本目標の達成を目指します。 

 

■ 未来づくりプログラムと基本構想（将来像・基本目標）との関係 
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町の将来像 

海と緑と歴史の恵みに抱かれて、出会いから活力の花ひらく町 

地域をささえる、地域のつながり、地域のにぎわい 

(例) 連携強固(横断的)な体制づくり など 

未来づくりプログラム 
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■ SDGs（持続可能な開発目標）の導入による「未来づくりプログラム」の最大化 

高齢化や人口減少等、後期基本計画の中で、特に戦略的に取り組むものについては、分野横

断的な連携に加え、課題解決の新たな切り口として SDGs（持続可能な開発目標）を活用するこ

とで、「未来づくりプログラム」の最大化を図ります。 
 

■ SDGs（持続可能な開発目標）とは 

SDGs（持続可能な開発目標）とは，2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の

後継として，2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェ

ンダ」にて記載された 2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

17 のゴール・169 のターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない」社会の実現

を目指し、社会・経済・環境をめぐる広範囲な課題に対する総合的な取組が示されています。 

日本としても積極的に取り組んでおり、国・地方自治体の取組が推進されているほか、企業の

取組も活性化しています。 
 

◆持続可能な開発目標の詳細 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標１【貧困】 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困

を終わらせる。 

 

目標３【保健】 

あらゆる年齢のすべての人々の健康

的な生活を確保し、福祉を促進す

る。 

 

目標６【水・衛生】 

すべての人々の水と衛生の利用可能

性と持続可能な管理を確保する。 

目標９【イノベーション】 

強靱（レジリエント）なインフラ構

築、包摂的かつ持続可能な産業化の

促進及びイノベーションの推進を図

る。 

目標 12【生産・消費】 

持続可能な生産消費形態を確保す

る。 

目標 15【陸上資源】 

陸域生態系の保護、回復、持続可能

な利用の推進、持続可能な森林の経

営、砂漠化への対処、ならびに土地

の劣化の阻止・回復及び生物多様性

の損失を阻止する。 

目標２【飢餓】 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び

栄養改善を実現し、持続可能な農業

を促進する。 

目標４【教育】 

すべての人々への包摂的かつ公正な

質の高い教育を提供し、生涯学習の

機会を促進する。 

 

目標７【エネルギー】 

すべての人々の、安価かつ信頼でき

る持続可能な近代的エネルギーへの

アクセスを確保する。 

目標 10【不平等】 

各国内及び各国間の不平等を是正す

る。 

目標 13【気候変動】 

気候変動及びその影響を軽減するた

めの緊急対策を講じる。 

目標 16【平和】 

持続可能な開発のための平和で包摂

的な社会を促進し、すべての人々に 

司法へのアクセスを提供し、あらゆ

るレベルにおいて効果的で説明責任 

のある包摂的な制度を構築する。 

目標５【ジェンダー】 

ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児の能力強化を行う。 

目標８【成長・雇用】 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び

すべての人々の完全かつ生産的な雇

用と働きがいのある人間らしい雇用

（ディーセント・ワーク）を促進す

る。 

目標 11【都市】 

包摂的で安全かつ強靱（レジリエン

ト）で持続可能な都市及び人間居住

を実現する。 

目標 14【海洋資源】 

持続可能な開発のために海洋・海洋

資源を保全し、持続可能な形で利用

する。 

目標 17【実施手段】 

持続可能な開発のための実施手段を

強化し、グローバル・パートナーシ

ップを活性化する。 

未
来
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り
プ
ロ
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ラ
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html
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交通、自然、住宅、教育環境を支える取組により、住み続けられる豊かな地域を維持します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域をささえる 
暮らしを支える基盤が維持され、安定した暮らしを実感できる地域に 

 

未来づくりプログラム（１） ささえる 

細施策 27 

 

●住民利用バスのニーズを踏まえた

運行などにより利便性を確保する

ほか、王子保河野海岸線の路線継続

を支援します。 

●並行在来線の利用促進を図るとと

もに、並行在来線の経営安定化を

支援し、運行の維持を図ります。 

 

●防災関係施設の整備・充実、防災組

織などの結成促進により、防災体制

の強化を図ります。 

●原子力防災訓練の実施や原子力防

災の普及・啓発に取り組みます。 

●安全で快適な道路交通を確保する

ための対策を講じます。 

●計画的な消雪施設整備、適切な除

雪体制の維持などにより、冬期間

の道路交通の確保を図ります。 

 細施策 14、15、19 

20、26 

 
●地域や担い手が実施する農地などの

保全活動などに対して支援します。 

●間伐、路網整備、森林境界の明確化

の促進による森林整備を進めます。 

 細施策 28、29 

●小中学校再編の方針に基づき事業

を推進します。 

 
細施策 36 

 

●地域性に応じた町営住宅の整備やニ

ーズに沿った宅地造成を実施します。 

●通勤に対する補助を行うことで、

遠方勤務地へ通勤に伴う負担の軽

減を促進します。 

細施策 25 

 

防災減災の強化 

住環境の整備 

学校の適正な管理・運営 

自然・環境との共生促進 

公共交通の確保 
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多様な世代や立場の方の交流促進により、人が主役の住み続けたい環境を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域のつながり 
多様な人と人とのつながりがあり、住み続けたい地域に 

 

 

未来づくりプログラム（２） 

 

つながり 

細施策 2、9、10 

●妊娠から子育て期まで、切れ目のない

相談・支援体制の充実を図ります。 

●出生から 18 歳年度末までの子ども医

療費の無料化を継続して実施します。 

●保育士等の働きやすい職場環境を

整備し、保育士の確保を図ります。 

●高齢者が身近に集える場所の充実

と、はつらつと活動できる機会を増

やすことにより、継続的な介護予防

活動を支援します。 

●住み慣れた地域で安心して生活を

継続できるよう見守り・支え合いの

体制づくりを推進します。 

●高齢者向けの交通安全教室の実施

やドライブレコーダー取付への補

助により、事故防止に努めます。 

細施策 3、5、6、17 

 

●ふるさと教育について、伝統文化に関

する体験学習の充実、子どもの交流の

場の提供、異年齢・世代間交流の支援

の推進を図ります。 

●友好交流協定を締結している台湾・台

南市白河区との交流を実施します。 

●多彩な人が活躍できる場の形成支援

等を検討します 

●地域内外の方のニーズを踏まえ、地域内

交流や都市・地域間交流を促進します。 

細施策 39、49 

 

●青年が交流できる場の提供を行い、

組織化のための支援を行います。 

●まちづくりに関わる人材の育成を

推進するとともに、自分ごととして

まちづくりに参加できる仕組み等

を検討します 

●自治会機能の維持・存続を図ります。 

細施策 44、48 

 

高齢者の活躍 

集落機能の維持・担い手の育成 

多彩な交流の推進 

子育て環境の充実 

未
来
づ
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地域固有の豊かな歴史・文化資源の価値を最大化し、受入態勢の整備や情報発信により、観光交流

を促進します。魅力ある情報発信により、農林水産業や商業の担い手確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域のにぎわい 
地域の多彩な資源が活かされ、魅力あふれる地域に 

 

未来づくりプログラム（３） 

 

にぎわい 

細施策 28、31 

 

●本町の玄関口・観光拠点とし、南条

ＳＡ周辺地域振興施設（道の駅）の

整備を行います。 

●当施設において、町の農林水産物・

特産品の販売、食の提供に関する支

援を行うとともに、地域情報の発信

を行います。 

●農林水産業において不足する担い

手の確保に取り組みます。 

●商工業における事業承継や創業の

支援に取り組みます。 

●企業動向の把握を行うとともに、充実

した優遇措置や立地環境の良さ等、地

域の強みを積極的に発信します。 

●杣山城跡、今庄宿、中村家住宅をはじ

めとする地域固有の歴史・文化・景観

について、保存・活用を図ります。 

●これらを活かし、滞在型観光を促進す

る取組を強化します。 

●また、外国人観光客を含めた観光客の

受入体制の充実を図ります。 

細施策 32、42 

 

職業の多様化と雇用の創出 

歴史・文化・景観の保存活用 

南条ＳＡ周辺地域の振興 

細施策 28、29、30、31 

 


